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森
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
十
号

青
森
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
六
十
一
年
七
月
青
森
県
規
則
第
四
十

一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
並
び
に
第
四
条
第
一
号
及
び
第
三
号
中

｢

登
記
簿
の
謄
本｣

を

｢

登
記
事
項
証
明

書｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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示
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森
県
告
示
第
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六
十
八
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森
林
法
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行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号)

第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
七
年
度
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。
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皆
伐
許
容
面
積
限
度
を
定
め
る
単

位
区
域
又
は
森
林
の
集
団
の
所
在

保

安

林

種

皆
伐
許
容
面
積
限
度

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

中
村
川
〜
笹
内
川

水
源
か
ん
養
保
安
林

九
五
二
・
一
四

岩
木
川
下
流

〃

一
九
〇
・
九
五
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岩
木
川
上
流

〃

一
、
〇
六
〇
・
一
一

平
川

〃

五
九
〇
・
八
六

浅
瀬
石
川

〃

六
八
一
・
七
八

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

二
五
九
・
〇
二

青
森
地
区

〃

七
六
四
・
七
五

下
北
東
部

〃

三
八
三
・
八
六

下
北
西
部

〃

三
二
九
・
八
二

上
北
地
区

〃

九
四
・
四
〇

七
戸
川

〃

六
二
四
・
五
一

奥
入
瀬
川

〃

七
〇
五
・
六
八

馬
淵
川
下
流

〃

九
四
四
・
六
一

新
井
田
川

〃

一
六
八
・
〇
六

中
村
川
〜
笹
内
川

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
六
八
・
五
七

岩
木
川
下
流

〃

三
〇
二
・
八
八

岩
木
川
上
流

〃

七
・
四
〇

平
川

〃

四
〇
・
六
八

浅
瀬
石
川

〃

一
〇
六
・
三
四

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
八
・
五
六

青
森
地
区

〃

一
三
五
・
二
八

下
北
東
部

〃

一
四
九
・
四
九

下
北
西
部

〃

二
二
・
四
四

上
北
地
区

〃

七
六
・
六
一

七
戸
川

〃

一
・
一
四

奥
入
瀬
川

〃

九
六
・
四
〇

馬
淵
川
下
流

〃

九
六
・
五
五

新
井
田
川

〃

〇
・
一
八

つ
が
る
市

(

平
成
十
七
年
二
月
十
一
日
合
併
前

の
木
造
町
の
区
域
に
限
る
。)

飛
砂
防
備
保
安
林

六
・
一
四

五
所
川
原
市

(

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
合
併

前
の
市
浦
村
の
区
域
に
限
る
。)

〃

六
・
二
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

二
二
・
二
〇

む
つ
市

(

平
成
十
七
年
三
月
十
四
日
合
併
前

の
む
つ
市
の
区
域
に
限
る
。)

〃

〇
・
二
二

下
北
郡
大
間
町

〃

〇
・
三
六

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

六
・
二
〇

〃

六
ケ
所
村

〃

一
一
・
〇
六
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〃

横
浜
町

〃

一
一
・
五
〇

三
沢
市

〃

一
一
・
一
六

上
北
郡
百
石
町

〃

四
・
八
〇

八
戸
市

(

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
合
併

前
の
八
戸
市
の
区
域
に
限
る
。)

〃

二
・
六
六

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

防
風
保
安
林

三
・
五
六

深
浦
町

(

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
合
併

前
の
深
浦
町
の
区
域
に
限
る
。)
〃

二
・
二
八

深
浦
町

(

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
合
併

前
の
岩
崎
村
の
区
域
に
限
る
。)

〃

〇
・
六
〇

つ
が
る
市

(

平
成
十
七
年
二
月
十
一
日
合
併
前

の
森
田
村
の
区
域
に
限
る
。)

〃

〇
・
八
〇

つ
が
る
市

(

平
成
十
七
年
二
月
十
一
日
合
併
前

の
車
力
村
の
区
域
に
限
る
。)

〃

六
九
・
一
八

つ
が
る
市

(

平
成
十
七
年
二
月
十
一
日
合
併
前

の
木
造
町
の
区
域
に
限
る
。)

〃

五
三
・
七
一

五
所
川
原
市

(

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
合
併

前
の
市
浦
村
の
区
域
に
限
る
。)

〃

一
五
・
六
五

北
津
軽
郡
鶴
田
町

〃

二
・
五
〇

五
所
川
原
市

(

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
合
併

前
の
五
所
川
原
市
の
区
域
に
限
る
。)

〃

〇
・
〇
二

五
所
川
原
市

(

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
合
併

前
の
金
木
町
の
区
域
に
限
る
。)

〃

〇
・
三
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

一
三
・
八
〇

む
つ
市

(

平
成
十
七
年
三
月
十
四
日
合
併
前

の
む
つ
市
の
区
域
に
限
る
。)

〃

四
・
二
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
五
〇

〃

六
ケ
所
村

〃

三
二
・
八
〇

〃

横
浜
町

〃

八
・
三
〇

〃

七
戸
町

(

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
合
併

前
の
七
戸
町
の
区
域
に
限
る
。)

〃

〇
・
六
六

〃

東
北
町

(

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
合
併

前
の
上
北
町
の
区
域
に
限
る
。)

〃

〇
・
六
〇

三
沢
市

〃

四
・
七
〇

十
和
田
市

(

平
成
十
七
年
一
月
一
日
合
併
前
の

十
和
田
市
の
区
域
に
限
る
。)

〃

〇
・
四
二

上
北
郡
百
石
町

〃

〇
・
〇
二

北
津
軽
郡
中
泊
町

(

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
合
併

前
の
中
里
町
の
区
域
に
限
る
。)

干
害
防
備
保
安
林

二
・
四
〇

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

(

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
合
併

前
の
三
�
村
の
区
域
に
限
る
。)

〃

〇
・
〇
八

青
森
市

(

平
成
十
七
年
四
月
一
日
合
併
前
の

青
森
市
の
区
域
に
限
る
。)

〃

一
・
七
六

東
津
軽
郡
平
内
町

〃

〇
・
九
〇



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

む
つ
市

(
平
成
十
七
年
三
月
十
四
日
合
併
前

の
川
内
町
の
区
域
に
限
る
。)

〃

二
五
・
九
四

む
つ
市

(

平
成
十
七
年
三
月
十
四
日
合
併
前

の
脇
野
沢
村
の
区
域
に
限
る
。)

〃

四
・
九
一

上
北
郡
東
北
町

(

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
合
併

前
の
東
北
町
の
区
域
に
限
る
。)

〃

〇
・
三
八

〃

七
戸
町

(

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
合
併

前
の
七
戸
町
の
区
域
に
限
る
。)
〃

二
・
八
〇

十
和
田
市

(

平
成
十
七
年
一
月
一
日
合
併
前
の

十
和
田
市
の
区
域
に
限
る
。)

〃

一
・
三
七

三
沢
市

〃

三
・
二
六

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

四
八
・
二
八

三
戸
郡
階
上
町

〃

三
・
九
四

〃

三
戸
町

〃

九
・
三
二

〃

福
地
村

〃

八
・
六
四

津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
五
・
六
二

南
部
地
区

〃

八
八
・
八
八

１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

夏
泊
公
園
線

路
線
名

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
白
砂
字
脇
ノ
沢
二
一
の
三
六
か
ら

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
白
砂
字
脇
ノ
沢
二
一
の
三
六
ま
で

変

更

の

区

間

後 後 前
変
更
の

前
後
別

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

幅

員

一
〇
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

県
有
船
舶
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

汽
船
う
と
う

(

旧
漁
業
取
締
船
う
と
う)

の
売
却

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

三

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

青
森
市

青
森
漁
港
東
端
岸
壁
取
締
船
係
留
場
所

四

売
却
す
る
物
件
の
構
造
を
説
明
す
る
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

五

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
港
町
二
丁
目
二
二
の
四

青
森
県
東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
東
青
地
方
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
会
議
室

２

日
時

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日

午
後
一
時

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
及
び
第
百
五

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

八

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

平
成
十
七
年
六
月
二
十
日
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で
青
森
漁
港
東
端
岸
壁
取
締
船
係

留
場
所
に
お
い
て
現
場
説
明
を
行
う
。

３

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、

見
積
も
っ
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
夏
泊
公
園
線

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
白
砂
字
脇
ノ
沢
二
一
の
三
六

か
ら

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
白
砂
字
脇
ノ
沢
二
一
の
三
六

ま
で

平
成
��･

�･

�



( )

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

九
千
百
七
十
五
万
九
千
八
百
六
十
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

青
森
市
大
字
油
川
字
岡
田
二
六
二
の
四

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁

南
棟
八
階
Ｂ
会
議
室

２

日
時

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

午
前
十
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

保
管
施
設
用
地
、
流
通
施
設
用
地
、
旅
客
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
業
務
施
設
用
地
、
福
利

厚
生
施
設
用
地
、
作
業
基
地
用
地
及
び
以
上
に
付
随
す
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
十
七
年
六
月
十
三
日
午
前
十
一
時
か
ら
、
青
森
市
大
字
油
川
字
岡
田
二
六
二
の
四
に
お

い
て
現
場
説
明
を
行
う
。

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

八
百
九
十
二
万
二
千
四
百
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

む
つ
市
真
砂
町
九
三
の
一
六

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時
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所

在

地

地

目

地

積

青
森
市
大
字
油
川
字
岡
田
二
六
二
の
四

の
内

雑
種
地

五
、
〇
一
四
・
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

所

在

地

地

目

地

積

む
つ
市
真
砂
町
九
三
の
一
六

雑
種
地

一
、
一
七
四
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル



( )

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁

南
棟
八
階
Ｂ
会
議
室

２

日
時

平
成
十
七
年
六
月
十
七
日

午
前
十
一
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(
入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

保
管
施
設
用
地
、
流
通
施
設
用
地
、
旅
客
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
業
務
施
設
用
地
、
福
利

厚
生
施
設
用
地
、
作
業
基
地
用
地
及
び
以
上
に
付
随
す
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
十
七
年
六
月
十
日
午
前
十
一
時
か
ら
、
む
つ
市
真
砂
町
九
三
の
一
六
に
お
い
て
現
場
説

明
を
行
う
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
運
転
免
許
取
得
者
教
育
を
行
う
者
と
し
て
次
の
者
を
認
定
し
た
の
で
、
同
法
同
条
第
二
項
及
び

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

正
部
家
産
業
有
限
会
社

２

住
所

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
正
部
家
二

３

代
表
者
の
氏
名

正
部
家
佑
介

二

運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
使
用
す
る
施
設
の
名
称

正
部
家
産
業
有
限
会
社
八
戸
ラ
イ
セ
ン
ス
ス
ク
ー
ル

三

運
転
免
許
取
得
者
教
育
に
使
用
す
る
施
設
の
所
在
地

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
東
三
丁
目
六
の
二
二
五

四

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
の
区
分

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の

五

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
の
名
称

大
型
自
動
二
輪
車
又
は
普
通
自
動
二
輪
車
の
二
人
乗
り
運
転
に
関
す
る
教
育
課
程

六

認
定
を
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日

正

誤
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平
成
��

･

�･

��

第
����号
付
録

発
行
年
月
日

発
行
番
号

総

務

学

事

課

目
録

区
分

一
一

ペ
ー
ジ

下 上 段

表 行

誤

正

同

�

告
示

�

同

�

告
示

�

規
則

�

告
示

�

規
則

�

告
示

�



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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平
成
��

･

�･

��

第
一
八
七
一
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

農

村

整

備

課

出
先
機
関

区

分

五

ペ
ー
ジ

上 段

表
中 行

中
澤

鐡
生

誤

中
澤

鐵
生

正

平
成
��･

�･

��

号
外
第
四
九
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

監

査

委

員

事

務

局

監
査
委
員

区

分

一
三 六

ペ
ー
ジ

全 上 段

表 表 五 行

46機
関

誤

45機
関

正

６
無

６
有

出
納

局
1

出
納

局
0

計
46

計
45


